
岩手県土地利用基本計画書の変更について 

 

１ 計画策定の根拠 

  国土利用計画法（以下、「法」という。）第９条第１項（都道府県は、当該都道府県の区域につ

いて、土地利用基本計画を定めるものとする。） 

 

２ 計画の内容 

 (１)計画書 

   ・国土利用計画における基本構想等を踏まえ、土地利用の調整等に関する事項について定め

ることとされている。（法第９条第３項、第９項） 

   ・構成及び記載内容については、国土利用計画法に基づく国土利用計画及び土地利用基本計

画に係る運用指針（令和５年９月国土交通省国土政策局不動産・建設経済局）（以下、「指針」

という。）において示されており、本県の土地利用基本計画は、指針に基づいた構成となって

いる。 

 (２)計画図 

   ・縮尺５万分の１の地形図により、「都市地域」、「農業地域、「森林地域」、「自然公園地域」、

「自然保全地域」を定める。（法第９条第２項、同法施行令第２条） 

   ・土地利用調整総合支援ネットワークシステムにおいて公開。 

   ・計画書の改定に併せて行うものではなく、基本的に毎年度変更するもの。 

 

３ 計画書変更理由 

  土地利用基本計画は、国土利用計画全国計画及び都道府県計画を基本として策定することとさ

れており、本年３月に、国土利用計画岩手県計画（第六次）の策定を予定していることから、岩

手県土地利用基本計画書の変更を行うもの。 

 

４ 改定の方針 

  構成は現行計画をベースとし、国土利用計画岩手県計画（第六次）の基本方針を踏まえ、内容

を見直すこととする。 

 

５ 改定スケジュール 

時期 内容 

令和８年２月 ◆第 72 回岩手県国土利用計画審議会において概要説明 

６月～７月 （庁内関係部局への意見照会） 

    ８月～９月 ◆計画（案）について意見照会（書面） 

    10 月～11 月 （意見の反映作業） 

    12 月～令和９年１月 （市町村への意見照会） 

令和９年１月～２月 ◆第 73 回岩手県国土利用計画審議会において審議 

    ３月 計画書変更、公表 

 

資料４ 


